　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２号様式(第７条関係)

相模原市空き家家財処分等補助金同意書及び誓約書
　　　　年　　月　　日

　相　模　原　市　長　　あて
　　　　　　　　　　　　
　住　　　　　所
名　　　　　前
電　話　番　号
メールアドレス
　相模原市空き家家財処分等補助金交付申請にあたり、下記事項について同意し、また、誓約します。
記
（交付の申請に関すること）
	□
	1
	申請書の内容を確認するために、市から書類の提出の求めがあった場合は、これに応じます。

	□
	2
	提出する申請書や添付書類の返却を求めません。


（補助金の交付の対象となる物件に関すること）
	□
	1
	中山間地域（津久井・相模湖・藤野）に所在及び登記のある一戸建ての空き家です。

	□
	2
	補助金の交付を受けた日から起算して２年を経過する日までは移住者の居住の用にのみ供
します。
※移住者とは、現に市内に住所を有さず、かつ、本市の中山間地域に移住しようとする方又は市外
から本市中山間地域に住民票を異動し、かつ、中山間地域に存する賃貸物件に居住後２年を経過し
ていない方をいいます。

	□
	3
	家財処分等を実施した日から起算して３か月以内又は交付決定を受けた日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに、市の指定する移住者向け物件紹介サイト等への登録、又は市の指定する移住者向け物件紹介サイトに登録した同一年度内に家財処分等を実施します。

	□
	4
	本物件については、本要綱による補助金の交付を受けたことはありません。


（補助金の交付対象者に関すること）
	□
	1
	空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行う権原を有する者です。

	□
	2
	補助金の交付を申請する前に、市が指定する団体等に対象となる空き家の利活用について相談しています。

	□
	3
	市税の滞納はありません。また、必要に応じ、市税等の納入状況などについて市が確認することに同意します。

	□
	4
	相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号)に規定する暴力団員等ではありません。また、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係はありません。


（交付決定後の取消及び補助金の返還に関すること）
	□
	以下に該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消され、又は既に交付された補助金がある
ときはその全部又は一部を市長が定める期限までに返還することに異議ありません。
（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
（２）補助金の交付要件に該当しなくなったとき。

（３）相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号)に規定する暴力団員等又は
暴力団経営支配法人等と密接な関係である者と判明したとき。
（４）補助金の交付を受けた日から起算して２年を経過する日までに、家財処分等を実施した
物件について、次に掲げることを実行したとき。
〇 取り壊したとき。
〇 移住者以外の者に贈与、売却又は賃貸をしたとき。
〇 移住者への贈与、売却又は賃貸以外の事由で市の指定する移住者向け物件紹介サイト等から登録を抹消したとき。
〇 ３親等以内の親族に贈与、売却又は賃貸をしたとき。


　
